
（重要無形文化財「紋紗」保持者）

関市長谷寺町の新長谷寺で、本堂の屋根葺き替え工事を行っています。
本堂は国の重要文化財（建造物）に指定されており、屋根（檜皮葺）

の葺き替え工事は約３０年ぶりの事業です。

＜本リリースに関する報道機関の方からの紹介先＞
協働推進部文化課 関市文化財保護センター
TEL 0575-45-0500 FAX 0575-46-1221 武芸川町八幡1446-1（武芸川事務所2階）

「新長谷寺本堂」（国指定重要文化財）
屋根保存修理の現場見学会について

＜報道機関各位＞
令和３年２月９日
関市文化財保護センター

＜保存修理事業の概要＞ ※詳細は別紙リーフレット
事業名称重要文化財 新長谷寺本堂保存修理事業
対象建造物 本堂：桁行１３ｍ（五間）、梁間１４ｍ（五間）

一重、入母屋造、向背一間、檜皮葺
建立年代室町中期 長禄４年（１４６０）
指定年月日 明治４２年４月５日
工期 令和２年９月～令和３年８月

※檜皮葺（ひわだぶき）について
檜皮葺とは、屋根葺工法の一種で、檜皮（ヒノキの樹皮）の材を細かく重ね
合わせて屋根を葺く技術です。日本古来の工法として、寺社の建造物などに使
われています。
文化財の修理技術として文化庁の「選定保存技術」に選定されており、２０
２０年、これを含む「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝統技
術」として「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。

【現場見学会】
今年度、以下の日程で現場見学会を開催します。
新型コロナウイルス感染症対策のため、人数を限って、事前申込制で行い
ます。
日時 令和３年３月２０日（土） 午前１０時～１１時
定員 １５人
申込 ３月８日（月）から、文化財保護センターへ電話申込

【報道機関公開日】
新型コロナウイルス感染症対策のため、事前申込制で行います。
日時 令和３年２月１２日（金） 午前１０時～
申込 企画広報課広報係へ（TEL 0575-23-9261）
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